
巻末用語解説（50 音順） 

 

 

維持
い じ

補修費
ほ し ゅ う ひ

 
 道路、公共施設などの効用を保全するために支出する修繕料な

どです。 

   

一般
いっぱん

会計
かいけい

繰入金
くりいれきん

 
 特別会計が行政サービス活動及び一般会計繰出金の財源とし

て一般会計から繰り入れた額です。 

   

一般
いっぱん

会計
かいけい

繰
くり

出金
だしきん

 
 特別会計が行政サービス活動の財源として一般会計に繰り出

した額です。 

   

インフラ
い ん ふ ら

資産
し さ ん

 
 道路、橋梁、下水道の固定資産です。これらと一体となって機

能する資産を土地、建物又は工作物に分類して計上します。 

   

還付
か ん ぷ

未済
み さ い

金
きん

 
 過誤納金のうち当該会計年度末までに支払が終了しなかった

ものです。 

   

キャッシュ・フロー 

（行政サービス活動） 

 町田市が直接行政サービスを行うために要した現金支出、税

収、国庫支出金、都支出金、業務収入、金融収入等の現金収入

です。 

   

キャッシュ・フロー 

（財務活動） 

 外部からの資金の調達及びその償還に係る現金収入及び支出

です。 

   

キャッシュ・フロー 

（社会資本整備等投資活動） 

 固定資産の取得及び売却、その財源としての国庫支出金等の受

入、貸付金、出資金等の投資の取得などの現金収入及び支出で

す。 

   

行 政
ぎょうせい

コスト
こ す と

計算書
けいさんしょ

 
 行政コスト計算書は、一会計期間における町田市の行政活動の

実施に伴い発生した「費用」を発生主義により認識し、その「費

用」と財源としての「収入」との対応関係、及びその両者の差

額を明らかにすることを目的として作成します。 

   

行 政
ぎょうせい

収支
しゅうし

差額
さ が く

 
 行政サービスを提供するのにかかる経常的なコストを表しま

す。行政収入の合計から行政費用の合計を控除して算出しま

す。 
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金融
きんゆう

収支
しゅうし

差額
さ が く

 
 金融収入と金融費用の差額です。金融収入は、受取利息及配当

金です。金融費用は、公債費（利子）です。 

   

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 
 時間の経過による固定資産の価値の減少を表現したコスト項

目です。 

   

建設
けんせつ

仮 勘 定
かりかんじょう

 
 建設又は製作途中にある有形固定資産及び無形固定資産を取

得するために要した支出の累計額です。 

   

純資産
じゅんしさん

 
 貸借対照表における資産総額と負債総額の差額です。 

   

賞 与

しょうよ

・ 退 職

たいしょく

手当

てあて

引 当 金

ひきあてきん

繰 入 額

くりいれがく

 

 「賞与引当金」の当期発生額及び「退職手当引当金」の当期発

生額です。 

   

賞与
しょうよ

引当金
ひきあてきん

 
 職員に支給される期末手当、勤勉手当及び法定福利費で翌会計

年度に支払うことが予定されているもののうち当期の負担相

当額です。 

   

人件費
じ ん け ん ひ

 
 給料、職員手当、共済費等です。 

   

貸 借
たいしゃく

対 照 表
たいしょうひょう

 
 貸借対照表は、基準日時点における町田市の資産、負債及び純

資産の状況を明らかにすることを目的として作成します。貸借

対照表の構成としては、左側に資産を、右側に負債及び純資産

を表示しています。 

   

退 職
たいしょく

手当
て あ て

引当金
ひきあてきん

 
 在職する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退

職手当要支給額です。 

   

長期
ちょうき

前受金
まえうけきん

 
 下水道事業会計において、償却資産の資本形成に寄与する支出

に対し充当される国庫支出金、都支出金、一般会計繰入金、受

贈財産評価額及び受益者負担金等です。 

   

通 常
つうじょう

収支
しゅうし

差額
さ が く

 
 行政サービスを提供するにあたり、資金調達コストまで加味し

て経常的にかかるコストを表します。行政収支差額と金融収支

差額の合計です。 
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当期
と う き

収支
しゅうし

差額
さ が く

 
 当期にかかったすべてのコストを表します。通常収支差額と特

別収支差額の合計です。 

   

特別
とくべつ

収支
しゅうし

差額
さ が く

 
 経常的でなく、当期特有の事情でかかったコストを表します。

特別収入から特別費用を控除して算出します。 

   

特別
とくべつ

収 入
しゅうにゅう

 
 固定資産売却益、有価証券及出資金の売却益、引当金の当期取

崩益等です。 

   

特別
とくべつ

費用
ひ よ う

 
 固定資産売却損、固定資産除却損、有価証券及出資金の売却損

等です。 

   

扶助費
ふ じ ょ ひ

 
 生活扶助や医療扶助等、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法

等に基づき、町田市から被扶助者に対して直接支給される経費

です。 

   

物件費
ぶ っ け ん ひ

 
 委託料、役務費、需用費、使用料及び賃借料等です。 

   

不納
ふ の う

欠損
けっそん

額
がく

 
 当期に不納欠損処理（何らかの理由で徴収が行えず、今後も徴

収の見込みがたたないため、その徴収を諦める処理）を行った

未収金のうち、不納欠損引当金を超える分等です。 

   

不納
ふ の う

欠損
けっそん

実績率
じっせきりつ

 
 不納欠損額の合計を滞納繰越収入額の合計と不納欠損額の合

計の和で除した割合です。 

   

不納
ふ の う

欠損
けっそん

引当金
ひきあてきん

 
 未収金のうち、回収することができないと見込まれる金額で

す。未収金に不納欠損実積率（決算年度を含む５ヵ年分）を乗

じて算出します。 

   

不納
ふ の う

欠損
けっそん

引当金
ひきあてきん

繰入額
くりいれがく

 
 「不納欠損引当金」の当期発生額です。 

   

補助費
ほ じ ょ ひ

等
とう

 
 他会計、他団体、公営企業等に対する負担金、補助金及び交付

金等のうち、町田市の資産の形成につながらないものです。 
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未収
みしゅう

金
きん

 
 年度末における調定額と収入額との差額です。「調定」とは、

収入の原因、債務者、金額等を調査し、決定する行為であり、

この「調定」の段階で「収入」を認識します。 

   

無形
む け い

固定
こ て い

資産
し さ ん

 
 公有財産のうち地上権等の用益物権、特許権や著作権等の無体

財産及びこれらに準ずる権利です。 

   

有形
ゆうけい

固定
こ て い

資産
し さ ん

減価償却率
げんかしょうきゃくりつ

  有形固定資産のうち、償却資産の取得価額に対する減価償却累

計額の割合です。 
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